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津市建築基準法施行取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年５月２８日 

                 津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第３５号

津市建築基準法施行取扱規則の一部を改正する規則 

津市建築基準法施行取扱規則（平成１８年津市規則第１９９号）の一部を次

のように改正する。 

第４条中「第５条の４第４項」を「第５条の６第４項」に改める。 

第７条中「第４条の８第１項第５号」を「第４条の８第１項第４号」に改め

る。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年６月１日から施行する。ただし、第７条の改正規定

は、公布の日から施行する。 



津市告示第１３６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１５年津市告示第１３号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成２７年５月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  中村自治会 

  三重県津市一志町波瀬２１９３番地３ 

  代表者 土 肥 真 澄 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
長 谷 川 正 成 

三重県津市一志町波瀬２０１３番地１ 

変更後 
土 肥 真 澄 

三重県津市一志町波瀬２１９３番地３ 

３ 変更年月日 

  平成２７年３月２９日 

４ 変更の理由 

地縁による団体の代表者が、平成２７年３月２９日の定期総会において新

任されたため 



津市告示第１３７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１２年一志町告示第１４号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２７年５月１８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  野田１自治会 

  三重県津市一志町高野９４番地１２ 

  代表者 杉 野  敦 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
森 本  圭 

三重県津市一志町高野３６番地２０ 

変更後 
杉 野  敦 

三重県津市一志町高野９４番地１２ 

３ 変更年月日 

  平成２７年４月５日 

４ 変更の理由 

地縁による団体の代表者が、平成２７年４月５日の定期総会において新任

されたため 



津市告示第１３８号 

地方自治法施行令第１５８条第１項の規定に基づき、津市国民健康保険竹原

診療所（巡回診療を含む。）における使用料及び手数料の収納に関する事務の一

部を次のとおり委託したので地方自治法施行令第１５８条第２項及び津市会計

規則第１６条第３項の規定により告示する。 

平成２７年５月１９日 

津市長 前 葉 泰 幸    

１ 津市国民健康保険竹原診療所（巡回診療を含む。）における使用料及び手数

料の収納に関する事務 

受託者 

吉永 さち子 

魚見 光子 

２ 委託期間 

平成２７年５月１３日から平成２７年９月３０日まで 



津市告示第１３９号 

 平成２７年第２回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  平成２７年５月２１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 招集の日 

  平成２７年５月２８日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 



津市告示第１４０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２４年津市告示第４０号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成２７年５月２１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  西里の上中自治会 

  三重県津市高茶屋六丁目１０番１７号 

   代表者 服部 勲 

２ 変更に係る事項 

  主たる事務所の所在地 

変更前 三重県津市高茶屋六丁目４番３３号 

変更後 三重県津市高茶屋六丁目４番３５号 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の集会所が移転されたことに伴い、平成２７年５月１６日

の総会において規約の変更が承認されたため。 



津市告示第１４１号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例１２条第２項の規定に基づき撤去し、

保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次のとお

り告示する。 

 平成２７年５月２２日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ６ 平成２７年 ５月 ７日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年 ５月 ８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ５月１４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ５月１５日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫 

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１４２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２４年津市告示第４７号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成２７年５月２２日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  虹が丘連合自治会 

  三重県津市一志町虹が丘１４番地１ 

  代表者 柴 野 謙 一 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
中 村 正 道 

三重県津市一志町虹が丘７番地５ 

変更後 
柴 野 謙 一 

三重県津市一志町虹が丘１４番地１ 

３ 変更年月日 

  平成２７年４月２９日 

４ 変更の理由 

地縁による団体の代表者が、平成２７年４月２９日の定期総会において新

任されたため 



津市告示第１４３号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２７年５月２５日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２１８４７４ 平成２６年１０月１日 平成２７年５月１日

１３３６４１４ 平成２６年１０月１日 平成２７年５月１１日

０９９９６１５ 平成２６年１０月１日 平成２７年５月１５日



津市告示第１４４号 

 下記の者の配当計算書謄本、充当通知書は、住所居所不明のため、送達する

ことができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２７年５月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○ 

○○ ○○ 配当計算書謄本、充当通

知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第１４５号  

 下記の者の差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）、充当通知書は、住所居

所不明のため、送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法

律第６０号）第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２７年５月２７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 
送達を受けるべき 

文書 

○○○○○○○○○○○○○

○ 
○○ ○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）、充

当通知書 



津市告示第１４６号

 中間検査の指定について（平成２７年津市告示第４７号）の一部を次のよう

に改正する。 

  平成２７年５月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸  

 第３項中「法別表第１（い）欄（一）項から（四）項までの用途に供する新

築の建築物で、同表（ろ）欄又は（は）欄に該当する規模のもの」を「新築の

建築物で、法第２７条第１項第１号、第２号（法別表第１（２）項から（４）

項までに係る部分を除く。）又は第３号に該当するもの」に改める。

第４項中「法第２７条第１項ただし書の適用を受ける」を削る。

   附則

 この告示は、平成２７年６月１日から施行する。



津市告示第１４７号 

 津市コミュニティバス（久居地域）の使用料の徴収事務の一部を次の者に委

託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項

の規定により告示する。 

  平成２７年５月２８日  

                      津市長 前 葉 泰 幸  

     名     称     所  在  地 

タカモリタクシー株式会社    津市大門15番22号 



津市告示第１４８号 

 津市コミュニティバス（河芸地域）の使用料の徴収事務の一部を次の者に委

託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項

の規定により告示する。 

  平成２７年５月２８日  

                      津市長 前 葉 泰 幸  

     名     称     所  在  地 

三重交通株式会社    津市中央 1 番 1 号 



津市告示第１４９号 

 津市コミュニティバス（芸濃地域）の使用料の徴収事務の一部を次の者に委

託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項

の規定により告示する。 

  平成２７年５月２８日  

                      津市長 前 葉 泰 幸  

     名     称     所  在  地 

タカモリタクシー株式会社    津市大門15番22号 



津市告示第１５０号 

 津市コミュニティバス（美里地域）の使用料の徴収事務の一部を次の者に委

託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項

の規定により告示する。 

  平成２７年５月２８日  

                      津市長 前 葉 泰 幸  

     名     称     所  在  地 

三重交通株式会社    津市中央 1 番 1 号 



津市告示第１５１号 

 津市コミュニティバス（安濃地域）の使用料の徴収事務の一部を次の者に委

託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項

の規定により告示する。 

  平成２７年５月２８日  

                      津市長 前 葉 泰 幸  

     名     称     所  在  地 

タカモリタクシー株式会社    津市大門15番22号 



津市告示第１５２号 

 津市コミュニティバス（一志地域）の使用料の徴収事務の一部を次の者に委

託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項

の規定により告示する。 

  平成２７年５月２８日  

                      津市長 前 葉 泰 幸  

     名     称     所  在  地 

株式会社一志運輸    津市一志町高野 225 番地 1  



津市告示第１５３号 

 津市コミュニティバス（白山地域）の使用料の徴収事務の一部を次の者に委

託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項

の規定により告示する。 

  平成２７年５月２８日  

                      津市長 前 葉 泰 幸  

     名     称     所  在  地 

三重交通株式会社    津市中央 1 番 1 号 



津市告示第１５４号 

 津市コミュニティバス（美杉地域）の使用料の徴収事務の一部を次の者に委

託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項

の規定により告示する。 

  平成２７年５月２８日  

                      津市長 前 葉 泰 幸  

     名     称     所  在  地 

三重交通株式会社    津市中央 1 番 1 号 











































































津市公告第６４号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２７年５月２２日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定にかかる道路の種類 

   第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日  

平成２７年５月２０日 

３ 指定道路の位置 

津市久居東鷹跡町３２５－２、３２６－４の一部、赤道の一部 

４ 指定道路の延長及び幅員 

延長  ３０．２７メートル 

幅員  ４．０５メートル 



津市上下水道事業告示第６号

津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。

  平成２７年５月２０日

             津市上下水道事業管理者  佐 治 輝 明

指定した工事店

工 事 店 名 所 在 地 指  定  期  間

いちかわ創建
津市白山町佐田

２５２番地

平成２７年５月１５日から

平成３１年３月３１日まで



津市監査委員告示第６号

 市長等が監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

に基づく通知があったので、その要旨を次のとおり公表する。

  平成２７年５月２９日

津市監査委員 高 松 和 也 

                                   津市監査委員 駒 田 修 一 

                                   津市監査委員 安 藤 友 昭 

津市監査委員 倉 田 寛 次 

１ 平成２０年３月６日付け津市監査委員告示第４号公表分 

（１）美杉総合支所 

地域振興課（美杉総合支所総務課（当時）） 

監査の結果

（措置が講じ

られた部分に

限る。以下同

じ。）

駐在所用地として三重県警察本部に土地の無償貸付をされてい

るが、他部署の事例を参考に、今後、契約内容の見直し等につい

て検討されたい。

措置の内容 駐在所用地として、３件の無償貸付を行っていたが、契約更新

に伴い、２件については平成２５年４月１日付け、１件について

は平成２６年９月１日付けで、津市財産に関する条例の規定に基

づき、有償貸付とした。

（２）美杉総合支所 

市民福祉課

監査の結果 老人クラブ事業補助金については、運営費において、平成１８

年度補助金の２倍から３倍を超える相当額の剰余金を生じている

団体も複数あることから、津市補助金等交付規則第９条の趣旨を

踏まえ、適切な補助のあり方について検討されたい。

措置の内容 多額の剰余金があった団体に対し、年間活動計画立案において、

会員の参加しやすい事業の立案と、地域と連携した活動ができる

よう地域自治会など他の団体との協力体制による効率的な補助金

運用を指導してきた結果、事業見直しが行われ、多額の剰余金の



留保については見直された。

（３）教育委員会事務局 

美杉教育事務所（教育委員会事務局美杉事務所（当時）） 

監査の結果 竹原幼稚園については、園児数の減少により平成１６年４月か

ら休園となっているが、施設の有効活用を含め、今後のあり方に

ついて速やかに検討されたい。

措置の内容 当該幼稚園については、県道久居美杉線の道路拡張工事に伴い、

園舎を取り壊すこととなったため、平成２６年３月３１日に閉園

とした。 

２ 平成２３年３月２日付け津市監査委員告示第２号公表分 

美杉総合支所 

   地域振興課 

監査の結果 美杉ゲートボール場施設の在り方について、同施設の運営に当

たっては、同施設用地の借上料など年間約３３万円の経費を要す

る一方、利用者数は年々減少し、平成２２年度(平成２３年１月末

現在)の利用者は全くいない状況であることから、全庁的に経費節

減に取り組む中、関係部局と協議の上、同施設の在り方について

検討されたい。 

措置の内容 当該施設については、津市運動施設の設置及び管理に関する条

例の一部を改正し、平成２６年９月３０日をもって廃止した。 

３ 平成２４年３月２日付け津市監査委員告示第１号公表分 

安濃総合支所 

   地域振興課 

監査の結果 平成２３年度の時間外勤務・休日勤務の状況について、時間外

勤務手当・休日勤務手当の支給対象となる職員（育児休業中の職

員を除く。）８人の時間外勤務等時間数（平成２３年９月３０日現

在）を合計すると４２８時間（１人当たりの平均時間外勤務等時

間数：５３．５時間）で、このうち１人の職員（総務担当（併任）

消防総務課）が２６８時間を占めており、その業務別の内訳を見

ると、その担当業務が２２６時間であるほか、産業振興・環境担

当の職員の育児休業に伴う応援業務が４２時間であった。 



一方、産業振興・環境担当の職員３人の時間外勤務等時間数を

合計すると９４時間（１人当たりの平均時間外勤務等時間数：３

１．３時間）であり、総務担当の当該職員の時間外勤務等の状況

を考慮すれば、当該職員に産業振興・環境担当の業務の時間外勤

務を命ずることの妥当性に疑問があるため、所属長は、職員の健

康管理及び公務能率の維持確保の観点から、時間外勤務等の必要

性を十分に見極め、一層の時間外勤務等の縮減、職員間の時間外

勤務等の平準化に取り組まれたい。

措置の内容 平成２５年度から消防団事務の消防署への移管や平成２６年度

から課内の総務、地域振興、人権、産業振興・環境、地域支援各

担当における業務の見直しを行うとともに、契約業務を複数の職

員で行うなど、業務分担の見直しや、課内応援体制の整備に努め、

職員間の業務の平準化に取り組んできた。 

その結果、地域振興課全体の平成２３年度時間外勤務等の実績

が年間８１２時間（時間外手当支給対象職員８人。１人当たりの

平均時間外勤務等時間数：１０１．５時間）であったが、平成２

５年度の実績は、年間６０１時間（時間外手当支給対象職員１０

人。１人当たりの平均時間外勤務等時間数：６０．１時間）、平成

２６年度の実績は年間５４９時間（時間外手当支給対象職員１１

人。１人当たりの平均時間外勤務等時間数：４９．９時間）とな

り、時間外勤務の縮減及び平準化を図った。 

４ 平成２４年１２月３日付け津市監査委員告示第９号公表分 

指定管理者監査 

津市雲出市民センター運営委員会(所管部局：市民部市民交流課） 

監査の結果  津市雲出市民センターは、公の施設としての存続が必要なもの

として、また、市民サービスの質的向上や経費の節減など、効果

的な施設運営が期待できるものとして、指定管理者制度を導入し

ているが、本市は指定管理料として、毎年約１，９００万円を津

市雲出市民センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）に

支出し、その経費は運営委員会の歳入総額の約９５パーセントを

占めている状況である。 

本市において指定管理者制度を導入している公の施設の中には



指定管理料を支出せず、指定管理者の自主財源のみで運営してい

るものもある中で、より効率的・効果的な施設の維持管理を行う

観点から、運営委員会にあっては、さくらまつり、生活フェア等

の自主事業に対しては参加費の負担を求めるなど歳入の確保につ

いて検討するとともに、所管部局にあっては、浴室施設の利用料

金の設定をはじめとした当該浴室施設の在り方について検討され

たい。 

措置の内容 歳入の確保については、グラウンドゴルフ大会における参加費

の徴収など、自主財源の確保を図っている。 

 ※ なお、上記の監査結果において、措置すべき事項とした浴室施設の在り方に

ついては、検討中であることから措置の内容から除外した。 

５ 平成２５年１２月２日付け津市監査委員告示第７号公表分

指定管理者監査

津市高茶屋市民センター運営委員会(所管部局：市民部市民交流課）

監査の結果 津市高茶屋市民センター運営委員会旅費及び費用弁償費支給

規程においては、職員が私用車を使用して出張するときの旅費と

して、走行距離数が１０キロメートル未満のときは１回につき２

００円、１０キロメートル以上のときは１回につき４００円を支

給する旨が、また、運営委員が会議等に出席したときは、費用弁

償として日額２，０００円を支給する旨が定められている。

当該規程に定める旅費及び費用弁償の額については、本市の規

程に定める額と比べ高額であることから、その妥当性について検

討されたい。

措置の内容 出張旅費については、津市高茶屋市民センター運営委員会旅費

及び費用弁償費支給規程の一部を改正し、本市における委員会の

委員等の報酬及び費用弁償に関する条例に規定される額と同額と

した。

また、費用弁償については、対象となる「会議等」の内容は除

草作業であり、日額２，０００円については、三重県内の最低賃

金における同種業務の金額と均衡するものと認められた。

なお、当該支給規程をより実情に応じた内容とするため、「環境

整備等」に改めた。



６ 平成２６年１１月２５日付け津市監査委員告示第８号公表分 

（１）出資団体監査 

    津駅前都市開発株式会社（所管部局：都市計画部都市政策課）

監査の結果 出張旅費規程では、市内の出張の場合においても日当が支給さ

れることとなっているにもかかわらず、事実上は市内出張の場合

は日当が支払われていないことから、これらの整合性も含めて当

該旅費規程について検討されたい。

措置の内容 現状との整合性を図るため、津市職員等の旅費に関する条例を

準用し、市内及び隣接市町村への出張について日当は支給しない

ものとして、当該規程を平成２６年１１月１５日付けで一部を改

正した。

（２）指定管理者監査 

津市橋南市民センター運営委員会（所管部局：市民部市民交流課）

監査の結果 津市橋南市民センターについて、津市橋南市民センター等の設

置及び管理に関する条例に基づき施設等の利用料金を徴収してい

るが、つり銭を保管しておらず、利用料金の収納時に対応できな

い場合、同センター職員が私費で対応しているが、業務遂行上つ

り銭が必要であれば、所要の是正措置を講じられたい。

措置の内容 津市橋南市民センターのつり銭について、津市会計規則第７５

条に準じ、平成２６年１２月２４日からつり銭を準備している。

また、これに併せ、同センターにおいては、つり銭精算表を作

成し、適切に管理されている。

７ 平成２７年３月２日付け津市監査委員告示第３号公表分 

教育委員会事務局 

   学校教育課 

監査の結果 津市職員の自家用自動車の公務への使用に関する要綱に基づ

き、自家用自動車を使用しているが、一部の幼稚園では同要綱第

４条に規定する登録車使用記録簿への記載をせず、所属長への許

可も受けないまま、自家用自動車を公用車として使用しているこ

とが確認された。

さらに、公務先までの予定運行距離が往復４キロメートル未満

のときは、同要綱第５条第５号において使用の許可が認められて



いないにもかかわらず、自家用自動車を公務に使用していること

も確認されたことから、同要綱に従い適正に事務を遂行されたい。

措置の内容 登録車使用記録簿の取扱いや使用には制限があることなど、津

市職員の自家用自動車の公務への使用に関する要綱に従い適正に

遂行されるよう各職員に対し指導を徹底した。 



津市監査委員告示第７号

 市長が波瀬財産区の監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として

講じた措置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１

２項の規定に基づく通知があったので、その要旨を次のとおり公表する。

  平成２７年５月２９日

津市監査委員 高 松 和 也 

                                   津市監査委員 駒 田 修 一 

                                   津市監査委員 安 藤 友 昭 

津市監査委員 倉 田 寛 次 

平成２０年３月６日付け津市監査委員告示第３号公表分 

監査の結果 土地の貸借に当たり、契約書が交わされていなかったため、波

瀬財産区財産の取得管理及び処分に関する条例第１４条の規定に

基づき、適正に処理されるよう指導した。

措置の内容 津市財産に関する条例の規定を準用して、平成２４年８月１日

付けで２０年間の土地使用貸借契約の締結を行った。また、一部

の貸借の必要が無い土地については、財産区へ土地を返却した。 


